
平成30年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

（単位：件）

仕出国（地域）

分類 分類詳細 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

骨類 骨 10 10 2 2 1 1 2 2

蹄角 1 1

骨腱 2 2 1 1 1 1

その他の骨 2 2 1 1 1 1

肉類 牛肉 2,107 13,689 15,796 5,936 5,936 1,941 1,941 726 726 1,029 1,029 139 139 89 89 913 913 252 252

豚肉 447 14,109 14,556 5,271 5,271 4,049 4,049 538 538 1,329 1,329 802 802 487 487 27 108 135 355 355

めん羊肉 367 367 164 164 8 8 3 3 2 2 2 2 6 6 3 3

山羊肉 104 104 23 23 23 23 1 1 1 1 6 6 1 1

その他の偶蹄類の肉 142 142 16 16 10 10 2 2 1 1 1 1 24 24 2 2

加熱処理肉偶蹄類 165 1 166 73 1 74 9 9 83 83

ハム 15 2,579 2,594 580 580 814 814 73 73 21 21 45 45 5 70 75 29 29 17 17

ソーセージ 103 17,380 17,483 21 9,454 9,475 1,537 1,537 3 783 786 2 270 272 1 1,227 1,228 27 622 649 4 158 162 188 188

ベーコン 7 333 340 2 130 132 6 6 15 15 1 9 10 14 14 2 3 5 2 21 23 4 4

馬肉 1 99 100 54 54 3 3 7 7 1 1 1 1

うさぎ肉 132 132 120 120 2 2 1 1 3 3

家きん肉 1,566 17,721 19,287 540 12,685 13,225 1,284 1,284 1 722 723 346 346 1,056 1,056 1,021 183 1,204 1 168 169 226 226

犬肉 52 52 19 19 29 29 1 1 1 1 1 1

その他の肉 195 25,159 25,354 87 6,993 7,080 2,773 2,773 4,486 4,486 8 3,398 3,406 2,239 2,239 99 1,685 1,784 171 171 538 538

臓器類 偶蹄類の臓器 1 96 97 61 61 7 7 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1

加熱処理臓器偶蹄類 3 1 4 1 1 3 3

偶蹄類以外の臓器 44 96 140 18 71 89 3 3 3 3 1 1 3 3 26 26 4 4

消化管等 7 320 327 246 246 12 12 9 9 3 3 18 18 7 3 10 7 7

ケーシング 12 12 9 9 1 1 1 1

脂肪 14 14 8 8

その他の臓器 2 27 29 1 9 10 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3

卵類 殻付卵 1,300 1,300 374 374 698 698 19 19 10 10 104 104 9 9 1 1 2 2

液卵 3 3 1 1

その他の卵 28 28 12 12 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

皮類 牛皮 6 6 4 4 1 1

豚皮 3 3 1 1 2 2

めん羊皮 1 1

山羊皮 1 1 2

毛類 羊毛 2 2

山羊毛 1 1 1 1

羽毛 3 3 1 1 2 2

乳製品類 チーズ 1 1

ミール類 肉粉 2 2 1 1 1 1

その他の畜産物血液 6 17 23 5 6 11 1 1 7 7 3 3

血清 190 7 197 79 2 81 1 1 51 3 54 9 9 9 9 12 12 1 1 2

病原体 61 61 1 1 1 1 6 6 2 2

ふん・尿 3 3 2 2

その他の畜産物（その他） 2 35 37 6 6 1 1 14 14 2 2 3 3 1 1 2

稲わら等 穀物のわら等 36 36 13 13 8 8 4 4 1 1 1 1

4,924 93,896 98,820 827 42,273 43,100 2 13,221 13,223 55 7,404 7,459 29 6,451 6,480 16 5,663 5,679 1,288 3,175 4,463 36 1,606 1,642 1,604 1,604

5 31,163 31,168 1 23,379 23,380 640 640 1,386 1,386 670 670 3,308 3,308 2 376 378 1 29 30 120 120

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。
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平成30年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

加熱処理臓器偶蹄類

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

乳製品類 チーズ

ミール類 肉粉

その他の畜産物血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

総計

（単位：件） （単位：件）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1 2 2

18 18 2,018 610 2,628 248 248 100 100 276 276 5 5 104 104 2 2 47 47

32 32 3 26 29 34 34 449 449 357 28 385 12 12 21 21 12 12 51 51

8 8 116 116 1 1 3 3

3 3 1 1

3 3 3 3 2 2

242 242 15 15 21 21 8 8 10 7 17 71 71 1 1 204 204 2 2

1 769 770 31 53 84 244 244 28 28 5 22 27 314 314 25 25 121 121 10 10

39 39 6 6 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3

2 2 1 28 29

1 1

12 12 1 17 18 7 7 53 53 1 25 26 15 15 81 81 4 4 49 49

54 54 62 62 36 36 104 104 146 146 25 25 156 156 19 19 153 153

3 3 1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 5 5

2 2

1 1

4 4 1 1

1 1

3 3 1 1 2 2 5 5 2 2

1 1

1 1 1 1 2 2 1 1 4 4

2 2 4 4 2 2

1 1

1 1 2 2

1 1 1 1

1 1,169 1,170 2,056 805 2,861 6 760 766 2 749 751 373 508 881 452 452 3 395 398 367 367 4 323 327

43 43 2 2 1 553 554 63 63 26 26 21 21 110 110 8 8 31 31

モンゴル シンガポール ハワイ フランス インドネシア スペイン マレーシアドイツ オーストラリア



平成30年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

加熱処理臓器偶蹄類

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

乳製品類 チーズ

ミール類 肉粉

その他の畜産物血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

総計

（単位：件） （単位：件）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

1 1 1 1

1 1

4 4 8 8 82 82 123 123 25 25 141 141 51 51 89 116 205 47 47

9 9 20 20 1 19 20 12 12 16 16 58 7 65 36 36 3 3 14 14

1 1 20 20 2 2 5 5

32 32 1 1 4 4

1 1 6 6 1 1 4 4 3 3 2 2

110 110 19 19 6 6 15 15 2 2 6 6 1 1

167 167 114 114 7 33 40 126 126 19 19 39 39 15 15 47 47

13 13 14 14 6 6 7 7 1 1 1 1

2 2

1 1

2 2 12 12 15 15 9 9 5 5 1 8 9 12 12 4 4 21 21

9 9 36 36 40 40 6 6 7 7 12 12 18 18 1 7 8 8 8

1 1 2 2

1 1

1 1 2 2

1 1

1 1 2 2 1 1 3 3

1 1

1 1

2 2

1 1 1 1 1 1 3 3

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2

316 316 1 232 233 9 208 217 207 207 1 202 203 59 190 249 2 162 164 91 160 251 3 158 161

14 14 57 57 11 11 40 40 8 8 34 34 1 1 18 18

ニュージーランド ミャンマーネパール ブラジル グアム カンボジアイタリア ロシア カナダ



平成30年 携帯品の輸入検疫状況（国、品目別） 農林水産省動物検疫所

分類 分類詳細

骨類 骨

蹄角

骨腱

その他の骨

肉類 牛肉

豚肉

めん羊肉

山羊肉

その他の偶蹄類の肉

加熱処理肉偶蹄類

ハム

ソーセージ

ベーコン

馬肉

うさぎ肉

家きん肉

犬肉

その他の肉

臓器類 偶蹄類の臓器

加熱処理臓器偶蹄類

偶蹄類以外の臓器

消化管等

ケーシング

脂肪

その他の臓器

卵類 殻付卵

液卵

その他の卵

皮類 牛皮

豚皮

めん羊皮

山羊皮

毛類 羊毛

山羊毛

羽毛

乳製品類 チーズ

ミール類 肉粉

その他の畜産物血液

血清

病原体

ふん・尿

その他の畜産物（その他）

稲わら等 穀物のわら等

資料）農林水産省動物検疫所調べ

(注） １．「合格」とは、輸入検査を実施し、輸出政府機関発行の検査証明書の添付のあった畜産物のうち、輸入が認められたものをいう。

２．「不合格」とは、輸入検査を実施した畜産物のうち、検査の結果、輸入が認められなかったものをいう。（おみやげや個人消費用、また、免税店で購入したもので、輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のないものを含む。）

３．表中、空欄については実績のなかったことを示す。

４．不合格件数の多い順に並んでいる。なお、不合格件数が100件未満の国はまとめて「その他」としている。

５．農林水産大臣の指定した施設で農林水産大臣の定める基準に従い加熱処理がなされたもの。

６．指定検疫物（動物を除く。）の実績となる。

（うち検疫探知犬による探知実績）

携帯品

総計

（単位：件） （単位：件）

合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計 合格 不合格 計

6 6 20 20 250 250 381 381

2 2 6 6 1 108 109 253 253

20 20 3 3

8 8

25 25 33 33 3 3

14 14 9 9 121 121 56 56

47 47 37 37 1 512 513 399 399

21 21 7 7

1 1

2 2 2 2

2 2 6 6 127 127 565 565

1 1

8 8 21 21 150 150 1,799 1,799

1 1 1 4 5 1 1

1 1 3 3

4 4 13 13

3 3

3 3 60 60

2 2

1 1 3 3

1 1

1 1 2

1 1

1 1

13 1 14

41 41

3 3 1 1

5 5

104 104 1 100 101 59 1,378 1,437 3,554 3,554

5 5 135 135 75 75

フィンランド イギリス その他（93か国） 不明


